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序     文 
 

医療機材の多くは民間企業が製造する商品であり、途上国は先進国から多くを輸入しなくては

なりません。にもかかわらず、途上国の保健医療と経済状況にもよりますが、現状では途上国の

医療機材分野の市場は先進国の民間企業にとって魅力に欠けるため、技術を持つ民間企業は途上

国にはほとんど存在しない状況です。加えて、多くの途上国では適正な医療に必要とされる適正

な能力を有する従事者が適正規模で確保されておらず、ましてや医療機材分野の人材確保に投入

できる予算は極めて限定されており、換言すれば途上国政府側の関連職員の数も技術力も限られ

ているということになります。 

このような状況において、マラウイ共和国（以下、「マ」国と記す）は1995年、GTZ（ドイツ技
術協力公社）やAfDB（アフリカ開発銀行）、EU（欧州連合）などからの支援を受け、｢医療機材維
持管理（Physical Assets Management：PAM）プログラム｣を開始しました。このPAMプログラムに
より、医療機材維持管理のための政府内の枠組みづくりが行われ、この支援は2005年にひとまず

終了しています。 

一方で、PAM実施方針（2002年）やGTZの報告によれば、医療機器の故障原因の大半(70～80％)
はユーザー側の誤った使用が原因とあり、医療機材維持管理に携わる管理者や技術者向けの研修

と同時に医療従事者等を対象としたユーザー向け研修など、現場向けの支援を実施していく必要

があるとされていました。 

上記背景を受け、「マ」国政府は「機材調達計画の未整備」「技術者の能力不足」「ユーザーの知

識不足」３点の改善を行い、適切な医療サービスが効果的に提供できる体制を整えることを目的

とした支援を、独立行政法人国際協力機構（JICA）に要請し、技術協力プロジェクトとして、2006
年６月30日から2010年６月29日までの予定で本支援を実施してきております。 

今般、プロジェクトの中間地点を迎えたことから、プロジェクトのこれまでの活動の進捗状況

と成果を「マ」国側と共同で確認するとともに、今後の協力方針を確認することを目的として、

諸永JICAマラウイ事務所次長を団長とする中間評価調査団を、2008年10月12日より11月２日まで
「マ」国に派遣しました。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力実施にあ

たって、各方面に広く活用されることを願うものです。 

終わりに、調査団の各位をはじめ、調査にご協力とご支援を戴いた外務省など内外関係各機関

の方々に深く謝意を表するとともに引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 
 
 平成20年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 
マラウイ事務所長 小淵 伸司 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：マラウイ共和国 案件名：医療機材維持管理プログラム支援プロジェクト

分 野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：マラウイ事務所 
 

協力金額：1.6億円 
協力実績：87,315千円（2008年10月１日時点） 

協力期間： 
2006年６月～2010年６月 

先方関係機関： 
保健省医療技術支援サービス局医療機材維持管理課
（PAM課） 
日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 
マラウイ共和国（以下、「マ」国と記す）は、1995年から｢医療機材維持管理（Physical Assets 

Management：PAM）プログラム｣を開始した。ドイツ技術協力公社（GTZ）や欧州連合（EU）
からの支援により、医療機材維持管理システム構築のための政策環境と各種指針の策定や施
設の建設といった事業の実施環境はある程度整備されるに至ったが、いまだ「機材調達計画
の未整備」「人員不足」「技術者の能力不足」、そして「ユーザーの知識不足」が課題として
残った。GTZの報告によれば、医療機器の故障原因の大半（70～80％）はユーザー側の誤っ
た使用が原因とのことから、今後機材維持管理に携わる管理者や技工向けの研修と同時に、
医療従事者等を対象としたユーザー向け研修を実施していく必要がある。 
このような背景のもと、本プロジェクトにおいては技術協力により協力が可能な「機材調

達計画の未整備」「技術者の能力不足」「ユーザーの知識不足」の３点の改善をめざしていく
ものである。 
 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

 マラウイの県レベルにおける医療サービスが向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

 医療機材維持管理プログラムの強化を通じて、医療機材が適切かつ効率的に維持管理さ

れる。 

 

（３）アウトプット（成果） 

１）医療機材維持管理課スタッフの医療機材計画・調達・モニタリング能力が向上する。

２）州レベルの医療機材維持管理関連スタッフの維持管理・モニタリング・指導能力が向

上する。 
３）県レベルの技工の維持管理能力が向上する。 
４）医療施設における機材使用者の操作能力が向上する。 
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（４）評価時点までの投入 

  ＜日本側＞ 

・日本人専門家：１名（プロジェクト運営管理／研修管理） 

・現地契約コンサルタント：２名 
・「マ」国内および南アフリカにおけるトレーニング 

・機材供与：車両（１台）、プロジェクト事務所用機材、トレーニング用医療機材 

・現地活動費：16,009,000円（2006年６月～2008年９月） 

 

  ＜「マ」国側＞ 

・カウンターパート（C/P）の配置： 
  医療機材維持管理課および州維持管理ユニット（Referral Maintenance Unit：RMU） 
・ローカルコストの負担：医療機材ユーザートレーニング費用の負担 

・プロジェクト事務所スペースの提供 

２．評価調査団の概要 

調査者 

総括： 諸永 浩之 JICAマラウイ事務所 次長 
医療機材 伊達 卓二 ウガンダ案件専門家 
協力企画 増井  恵 JICA人間開発部保健行政課 調査役 
評価分析 竹  直樹 （株）かいはつマネジメント・コンサルティング 

現地全体調整 藤原 真吾 JICAマラウイ事務所 所員 

現地調査調整・ 
情報収集 

Nathan MWAFULIRWA  JICAマラウイ事務所 高級クラーク 

現地調査調整・ 
情報収集補佐 

Grace FUNSANI     JICAマラウイ事務所 在外専門調査員 

調査期間 2008年10月12日～11月２日 調査区分 中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果達成状況 
３－１－１ 成果１ 
県病院および保健センター用の標準医療機材リスト（Standard Equipment List：SEL）・機材

仕様書改訂については、保健大臣・局長クラスの承認を受けて出版される見通しである。中
央病院用の標準医療機材リスト・機材仕様書についてはこれまで作成されていなかったが、
2008年中にも作業が開始される予定である。 
医療機材インベントリーは、PLAMAHS（Planning and Management of Assets in the Health 

Services）と呼ばれるデータベースで管理され、RMUが情報更新を年４度行う手続となってい
るが、RMUの予算・人材不足により計画どおり実施できていない。 
医療機材維持管理課の人材不足は最大の課題であり、効率的な業務遂行に支障を来たして

いる。 
 

３－１－２ 成果２ 
2007年７月と９月に、南アフリカのツワネ工科大学（Tshwane University of Technology：TUT）

においてRMU技術者のトレーニングを実施した（参加者８名）。また2008年３月には、島津製
作所の南アフリカ代理店であるAfrica X-ray Industrial and Medical（Pty）Ltd.（AXIM）におい
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てX線機材に関するRMU技術者のトレーニングを実施した（参加者４名）。RMU技術者に対す
るトレーニングは当初の計画どおり実施されている。 
 

３－１－３ 成果３ 
2007年12月、リロングウェ・テクニカルカレッジ（Lilongwe Technical College：LTC）にお

いて、電気・電子および汎用医療機材の基礎知識に係るトレーニングを実施した（参加者15
名）。2008年２月にはムズズ大学において、ソーラー光発電およびそれを利用した機材（保健
センターの一般照明、冷蔵庫、無線等）の基礎知識に係るトレーニングを行った（参加者８
名）。ここまでトレーニングはおおむね計画どおり実施されている。 

 
３－１－４ 成果４ 
ユーザートレーニングはこれまでに13回実施され、595名が参加した。トレーニングが実施

された県保健局（District Health Office：DHO）数は10である。プロジェクトでは、2008年度
は16のDHOを対象にトレーニングを実施する計画であるが、ここまでは順調に実施されてい
る。 

 
３－１－５ プロジェクト目標達成見込み 
医療機材維持管理強化の兆候はいくつか現れてきているが、プロジェクト目標を測る指標

が適切に定義されているとは言い難い。また、プロジェクト期間の４年間で達成可能な目標
設定となっていたかどうかに関しても問題がある。したがって、プロジェクト目標の文言お
よび指標について再定義を行い、残された期間で適切にモニタリングを行っていくことが必
要である。 

 
３－１－６ 上位目標達成見込み 
医療機材維持管理に記載されている上位目標は「地方レベルの保健サービスが向上する」

である。しかし、医療機材の適切な維持管理がDHOレベルの保健サービス向上に直接つなが
るわけではなく、多くの外部条件を考慮しなければならない。したがって、プロジェクト目
標と同様文言および指標について再定義を行い、残された期間で適切にモニタリングを行っ
ていくことが必要である。 

 
３－２ 評価結果 
（１）妥当性 

プロジェクトの実施には妥当性がある。「マ」国においては、保健分野セクターワイドア
プローチにおけるプログラムの一つである「医療機材（維持管理を含む）」を標準医療機材
リスト・仕様書の改訂や人材育成の面から支援していると考えられる。また、「マ」国には
2002年に策定された国家維持管理政策（National PAM Policy）が存在し、プロジェクトはこ
の政策の実施を支援するものである。 
プロジェクトは、人間の安全保障の実現をめざし、保健・衛生の改善に係る各種プログ

ラムを人的資源開発に位置づけるJICAの対マラウイ協力プログラムにも合致している。 
 
（２）有効性 

指標に問題があったためプロジェクト目標の達成度を測るのは現時点ではできないが、
医療機材維持管理の改善についてはDHO技術者による機材定期点検や簡易な機材修理の実



 

iv 

施、RMUスタッフによるユーザートレーニングの実施等の明るい兆しが見られる。プロジ
ェクト目標の達成度を適切に評価するために、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）を改訂して新しい指標を定義することが求められる。 

 

（３）効率性 
日本側の投入から考えると、プロジェクトはおおむね効率的な運営が図られている。経

験豊富な現地契約コンサルタントの雇用や近隣国および国内の施設を利用したトレーニン
グの実施が、効率性向上に貢献している。一方、「マ」国側の人材不足やプロジェクト開始
から５か月日本人専門家が不在であったことは、プロジェクトの効率性にややマイナスに
作用したと考えられる。 

 
（４）インパクト 

プロジェクトの実施により、県保健計画の下でのユーザートレーニング実施等、正のイン
パクトが現れている。また、標準医療機材リスト・仕様書の作成は、「マ」国内の医療サービ
スの標準化につながる第一歩となり得るものである。 

 
（５）自立発展性 

医療機材維持管理プログラムは様々な問題に直面しながらも、継続していくと考えられ
る。 
政策面に関しては、保健省は適切な医療機材維持管理が医療サービスのベースとなると

いう認識をもっていることから、その後も重要視されていくと考えられる。 
人材・組織面については、しばらくは厳しい状況が続くと思われる。本省医療機材維持

管理課のスタッフが１名から２名に増えることについては改善といえるが、RMUからの移
籍によるものであるため、全体的な人材不足の状態は変わらない。また、医療機材維持管
理の外注化やマラウイ保健行政の地方分権化等の外部条件も引き続き注視すべきである。 
本省医療機材維持管理課およびRMUの予算に関しては、少なくとも今年度（2008年７月

～2009年６月）は困難な状況である。医療機材維持管理外注化をめぐるドイツ政府との交
渉が停止状態となっていることから、供与される予定の資金が供与されておらず、これま
でのところ医療機材維持管理課はそれにかわる資金源を見出せていない。また県レベルで
は機材維持管理予算は計上されているものの、実際の執行額が予算額を下回っているDHO
が多くなっている。機材維持管理予算が他の使途へ流用されているとの示唆もあるので改
善が求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
・ニーズに即したトレーニングの計画・実施 
・能力の高い現地契約コンサルタントの活用 
・近隣国および国内教育施設の活用 

 
３－４ 問題点および問題を惹起した要因 
・プロジェクト目標、上位目標およびそれらの指標の定義が不適切 
・医療機材維持管理課の人材不足 
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３－５ 結 論 
プロジェクトは、マラウイ保健政策および日本の援助政策に合致している。また、現地契約

コンサルタントや近隣国および国内教育施設の活用を通じて、効率的なプロジェクト運営を図
っている。 
プロジェクトを通じて、「マ」国における医療機材維持管理の改善に向けた兆候が現れている。

今後は、プロジェクト目標を客観的に評価できるようにするためにも、PDMを改訂して適切な
指標を定義することが求められる。自立発展性については、医療機材維持管理プログラムは人
材不足や予算の問題を抱えながらも続いていくものと考えられる。 
 
３－６ 提 言 
・効率的なプロジェクトマネジメントを行っていくために、PDMを改訂する必要がある。 
・限られた予算と人材のもとで効果を最大化させるために、プロジェクトは県レベルの強化
に重点を置くべきである。 

・保健省の医療機材の管理を重点項目とする姿勢は今後も継続されるべきである。 
・医療機材の維持管理がサービス供給システムに欠かせない要素であり、保健システムの強
化に寄与するという点を、さらに知らしめていくことが必要である。 

・医療機材維持管理の外注化に関する今後の動向を注意して見守る必要がある。 
 
３－７ 教 訓 
・PDMの策定において、プロジェクトの対象範囲および指標は適切に定義し、進捗および達
成度を適切にモニターしていくことが必要である。 

・現地に存在するリソースは、可能な限り有効活用することが重要である。 
・地方分権化の進展により、プロジェクトの優先事項が地方レベルで優先されるとは限らな
い。しかし、そのような中でもプロジェクトの活動を通じて、県内関係者に医療機材維持
管理の重要性を認識させることが必要である。 

 
 
 
 
 
 
 



 

プロジェクト位置図 
 

 
 

プロジェクト対象地域 

マラウイ全土 



 
 

県病院でのユーザー研修１（Nsanje）  県病院でのユーザー研修２（Nsanje） 

 

中央州医療機材維持管理ユニット（RMU）外観  南部州医療機材維持管理ユニット（RMU） 
ワークショップ 

 

保健省との協議  協議議事録署名 
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第１章 中間評価調査の概要 
 
１－１ 中間評価調査の目的 

JICAは、マラウイ共和国（以下、「マ」と記す）の保健省保健技術支援サービス局医療機材維持
管理課をカウンターパート（C/P）機関として、2006年６月より2010年６月まで、４年間の予定で
「医療機材維持管理（Physical Assets Management：PAM）プログラム」の支援を実施中である。長
期専門家１名が業務調整を兼ね、現地契約コンサルタントとともに、保健省職員、州維持管理ユ

ニット（Referral Maintenance Unit：RMU）職員、県病院医療機材技術者、医療機器ユーザーであ
る医療従事者をそれぞれ対象とする能力強化研修事業を中心にプロジェクトを展開している。 
他方で、2003年よりドイツ復興金融公庫（Kreditanstalt für Wiederaufbau：KfW）によって医療機

材の維持管理を外注化する構想が検討され、準備期間を経て2008年より事業が開始される予定で

あった。当初、この構想は大型の機材の維持管理を外注化するもので、JICAが実施する医療関係
者の能力強化とも補完関係にあるものだった。しかし、KfWが外注化による事業対象をすべての
機材に広げたこともあり、「マ」国政府内でも外注化することで保健省の知見経験が散逸すること

を嫌う動きが活発化し、事業の承認プロセスは閣議まで上げられたが、最終的にそれまで進めら

れていた外注化構想は中断してしまった。現在ドイツ政府としては、我が方の事業の成り行きを

注視している状況である。 

プロジェクトが中間地点を迎えるにあたり、これまでの実績を確認し、残るプロジェクト期間

の対応を協議するため、2008年10月12日から11月２日にわたり、諸永浩之JICAマラウイ事務所次
長を団長とする中間評価調査団を派遣した。 

今回実施の中間評価調査では、保健省保健技術支援サービス局と合同で本プロジェクトの目標

達成度や成果等を分析するとともに、プロジェクト後半の課題および今後の方向性について確認

し、合同評価報告書に取りまとめ、合意することを目的とする。 

 
１－２ 調査団の構成 
本合同中間評価のメンバーは以下のとおりである。 

＜日本側＞ 

氏 名 担 当 所 属 

諸永 浩之 団長・総括 JICAマラウイ事務所 次長 

伊達 卓二 医療機材 ウガンダ案件専門家 

増井  恵 協力企画 JICA人間開発部保健行政課 調査役 

竹  直樹 評価分析 (株)かいはつマネジメント・コンサルティング 

藤原 真吾 現地全体調整 JICAマラウイ事務所 所員 

Nathan MWAFULIRWA Mr. 現地調査調整・ 
情報収集 

JICAマラウイ事務所 高級クラーク 
 

Grace FUNSANI Ms. 現地調査調整・ 
情報収集補佐 

JICAマラウイ事務所 在外専門調整員 
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＜「マ」国側＞ 

氏 名 担当・所属 

Chris KANG’OMBE Mr. Secretary for Health 

Patrick ZIMPITA Mr. Director of Planning and Policy Development, MOH 

Yusuf HASSAN Mr. Director of Finance and Administration, MOH 
Lovemore MKUKUMA Dr. Deputy Director, Department of Health Technical Support Services, 

Head of PAM Division, MOH 

 

１－３ 調査期間 

調査期間：2008年10月12日～11月２日（詳細は付属資料１参照） 

 

１－４ 調査結果概要 

本事業は2006年６月15日に討議議事録（Record of Discussions：R/D）を締結し、同年６月30日よ
り開始された。今回の中間評価ではプロジェクトの順調な実施状況が確認され、評価５項目の観

点からプロジェクトの成果を評価すれば、おおむね正の評価をすることができる。しかしながら、

当初のプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に達成度をみる明
確な指標が設定されていないため、プロジェクト目標の達成度を指標をもって評価することは難

しい。本中間評価調査においては、事前評価時においては十分ではなかったプロジェクトの枠組

みについて技術的な修正を行うとともに、成果を測る指標についても現在活用できるデータベー

スをもとにした現実的な指標に改善したことにより、今後残り２年間の活動をさらに発展させる

ことができる基盤が整備された。 

一方、事業を開始した際には想定していなかった状況の変化として、KfWによる機材維持管理
事業全体の外注化支援案があげられる。2008年の当初には「マ」国のすべての機材の維持管理が

外注化されるというコンセプトが実現に近づいた。しかしながら、すべての機材を外注化するこ

とについては事業の持続性の観点などから保健省が否定的になったこともあり、現時点では事業

の進展が一旦中断している。今後、本プロジェクトや保健省の医療機材に係る意向と調整を図り、

医療機材の維持管理に関してどの部分を外注化するかについて、さらに議論が進んでいくものと

思われる。それゆえ、ドイツ側〔KfWの現地窓口であるドイツ大使館やドイツ技術協力公社
（Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit：GTZ）〕と適宜情報の共有をしつつ、プロジ
ェクトを進めていくことが必要と思われる。 

最後に、本事業が開始された2006年度においては、プロジェクトの経費のほぼ100％をJICAが負
担していたが、この２年で研修実施にかかる経費については負担率を半々にすることができるま

でになっている。これは、「マ」国側で医療機材の維持管理にかかる重要性が理解されてきている

ためといえるが、残り２年でこれら経費の「マ」国側負担分をさらに増やし、「マ」国が独自に研

修を継続させ、事業が組織内で制度化するよう今般の調査において協議した。その結果、今後の

医療機材維持管理プログラムの持続性を担保することも考慮し、今後の予算分担表についても今

回協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）にて合意することができたことは、大きな進展だった
と考える。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの背景 
＜プロジェクト開始までの経緯＞ 

「マ」国政府は、医療機材の維持管理体制を強化するため、1995年からGTZやアフリカ開発
銀行（African Development Bank：AfDB）、欧州連合（European Union：EU）、KfWからの支援を
受け、｢医療機材維持管理プログラム｣を開始した。医療機材維持管理プログラムは、医療機材

の投入や維持管理体制の政策枠組みづくりが実施され、主に本省への長期専門家派遣（プログ

ラム管理１名：GTZ支援、医療機材維持管理計画１名：EU支援）を通じ、中央レベル、地方部
レベルでの維持管理システム構築（人事、財政管理体制の構築）を行い、あわせて州医療機材

維持管理ユニット（Referral Maintenance Unit：RMU）へも技術専門家（４名：EU支援）を派遣
し、技術移転を行ってきた。 

 

なかでも、GTZは地方（県病院レベル）のメンテナンス機能向上に焦点を当てて支援を長期
間展開してきた。メンテナンス部門の整備（既存メンテナンス施設の改修や増築、建て替えな

どに関する資金支援）、また県保健局〔District Health Office：DHO（通常県病院と併設）〕の人
材雇用促進（医療機材メンテナンス要員／電気技術者のみならず、カーペンター、プランバー

など、施設維持管理を含めたメンテナンス要員）やその育成支援等を、コンサルタント1が中心

となり進めてきた。 

一方、EUは2000年頃から州レベル（RMU）のメンテナンス施設の強化および人材／技術者の育
成支援を４～５年間行ってきた。全国４か所にRMU施設の新設、また本省に１名（医療機材維持
管理政策策定支援および支援業務取りまとめ）、RMUに４名の第三国人専門家2を雇用、都合５名

程度のコンサルタント／専門家が長期間活動にかかわっていた。 

AfDBは主に資金支援を中心に活動しており、医療機材の調達また研修経費（ケニア国モンバサ・
ポリテクニックに技術者を派遣）などへの資金協力を行っていた。 

 

上記支援により医療機材維持管理システム構築のための政策環境と各種指針の策定や施設の建

設といった事業の実施環境はある程度整備されるにいたったが、これまで支援を実施してきたEU
は2004年にセクター支援から撤退。AfDBも2005年12月に支援を完了した。これら２ドナーの支援
終了に伴い、これまで不完全ながらも支援を実施してきた中央レベルでの機材購入／配置計画に

係る立案能力の低下や、地方レベルにおける機材維持管理技術の低下が懸念された。 

 

これら懸案事項に加え、GTZの報告や医療機材維持管理実施方針（2002年）によれば、医療機器
の故障原因の大半(70～80％)は、ユーザー側の誤った使用が原因とのことから、今後機材維持管

                             
1  KfWのコンサルタントとして保健省医療機材維持管理課に 2008 年９月まで勤務していたディータ氏は、95 年当時から GTZ
のコンサルタントとして保健省本省で当該支援案件の総括取りまとめ、医療機材維持管理関連政策向上支援を目的とした活
動を展開していた（2006 年暮れに、ドイツ政府は医療機材維持管理支援にあたっては資金協力／外注化政策の導入を主体と
する政策を進めようとの考えにより（案件実施の決定にあたり）、窓口を GTZから KfWに移管した。同時に、ディータ氏も
GTZのコンサルタントを終え、引き続き KfWのコンサルタントとして雇用された）。 

2  「マ」国のメンテナンス要員に対する技術移転を目的に、各 RMU に１名の技術専門家を２～３年間張り付けたものと思わ
れる。前現地雇用コンサルタントのロジャー氏は、ムズズ RMUで EUの専門家として約 2.5 年従事していた。 
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理に携わる管理者や技術者向けの研修と同時に、医療従事者等を対象としたユーザー向け研修を

実施していく必要があるとされていた。あわせて、いまだ「機材調達計画の未整備」「人員不足」

「技術者の能力不足」、そして「ユーザーの知識不足」が課題として残っていた。 

 

上記背景のとおり、現場で医療機材維持管理を担う人材育成に関してはこれまで積極的な支援

が行われておらず、「機材調達計画の未整備」「技術者の能力不足」「ユーザーの知識不足」が課題

として残されており、これら３点の改善を目的として本プロジェクトの形成がなされてきた。そ

の過程において、先述のドナーらとの重複を避け、またそれぞれの役割について明確にするとと

もに、本プロジェクト実施に係る妥当性、有効性等についても確認するため、「マ」国政府関係者

等と度重なる協議を行ったうえで本プロジェクトは開始された。 

 

＜外注化構想との関係＞ 

2003年11月にKfWは保健省と医療機材維持管理の一部を民間部門に委託（外注化：Private 
Maintenance Contracting：PMC）するプロジェクト（600万ユーロ＋コンサルタントフィー120万ユ
ーロ）について合意し、現在コンサルタントが保健省側と民間との業務の分担や、保健省が外注

化した事業をどのように管理・監督するのかについて議論を主導し、同時に外注化のための入札

手続きを進めてきていた。 

 

ところが一方で、保健省の中でも外注化に係る意思が統一されていなかったため、2007年から

2008年にかけて混乱がみられた。前保健省大臣（Mrs. Marjorie Ngaunje）は外注化することで保健
省の知見経験が散逸することを嫌い、それまで進められていた外注化事業（入札手続きは外注化

の札入れまで進んでいた）が一時ストップした。しかしながら、2008年初頭に大臣が更迭され、

2008年３月に外注化事業リスクに関するワークショップが開催され、その後大臣およびPSともに
外注化事業を進める方向で調整が進められてきた。ところが、2008年５月に行われた閣議にて議

論された結果、次の３つの条件付けを行ったうえで事業を進めることとなり、書面にてKfWにそ
の条件が提示された。 

・条件１：（当初の計画では４＋５年のプロジェクトであるが）４年後にプロジェクトを終え、

医療機材維持管理が独自にメンテナンス活動ができるように研修制度を盛り込むことを要請 

・条件２：外注は１社で行う予定であり、既に入札手続きの一部を終えているが（既に第一

交渉権者は決まっている）、落札業者を２社に増やすよう提言 

・条件３：外注業者をコンサルタントなしで医療機材維持管理課が直接監理監督することを提

案 

外注化プロジェクトを設計したKfWのコンサルタントより、６月15日に上記の条件付けに対し
て、ドイツ政府に対して意見書が提出された。この書面では、上記の３つの条件は、９年間かけ

て政府のマネジメント能力から業者の技術に至るまでの技術移転を計るという当初のコンセプト

を大きく変えるものであり、受注する業者のメリットも少なくなるなど経済性も悪くなり、また

条件３などは医療機材維持管理課の現在の能力を考えれば継続性や効果を著しく損ねるものであ

るので、到底受け入れ難いことが説明されている。 

上記を踏まえ、KfWはマラウイ国保健省に対して回答を送り、保健省の考え方が変化したこと
を指摘したうえで、最良の解決策が見つかるまで契約の実行を棚上げ（サスペンド）することを
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通告している（2008年10月末時点でも解決策は見つかっていない）。また同時に、契約上の権利義

務およびセクターワイドアプローチ（Sector Wide Approach：SWAp）に与える影響についても示唆
している。 
 

本件については、事前調査の段階でKfWによる機材維持管理部門の民間化を進める計画が判明
したことなどにより、関係者間で本プロジェクトとKfWのプロジェクトとの業務分担について詳
細に調整を実施してきていた。特に、その際過程、内容や結果についてM/Mには残していないも
のの、協力が重複しないよう業務を分担し（ドイツは大型かつ精密な機材の維持管理を外注化を

通して対応。日本はそれ以外の簡易な機材を既存人材の強化を通じて対応）、最終的な形を整えた

ものとしてR/Dを結んでおり、JICAプロジェクトの内容は事前評価表に記載されているとおりで
ある。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

PDMver.１に基づくプロジェクトの内容は以下のとおり。 
 

＜プロジェクト実施期間＞ 

2006年６月30日～2010年６月29日（４年間） 

 

＜プロジェクト実施体制＞ 

マラウイ国保健省保健技術支援サービス局医療機材維持管理課 

 

＜上位目標＞ 

地方レベルの保健サービスが向上する。 

 

＜プロジェクト目標＞ 

本プロジェクトは、「マ」国において、ユーザー研修・医療機材維持管理に係る人材育成や研

修体制の強化を通じ、「マ」国全体の医療機材維持管理能力の向上を目的とする。 

 

＜アウトプット（成果）＞ 

（１）保健省医療機材維持管理課職員の医療機材調達および配置計画・モニタリング能力が向上

する。 

（２）州レベルの医療機材維持技術者および技工の技術能力・医療機材維持管理能力が向上する。 

（３）県レベルの技工の医療機材維持管理能力に係る技術と知識が向上する。 

（４）医療機材のユーザーである医療従事者の医療機器取り扱い能力が向上する。 

 

＜プロジェクト投入＞ 

（１）日本側（総額1.599億円） 

１）短期専門家：業務調整／研修管理・評価 １名 

（11MM［１年次］、11MM［２年次］11MM［３年次］、11MM［４年次］、計44MM） 
１年次 年間2,000万円 
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２年次以降 年間 2,000万円×３か年 

２）ローカルコンサルタント：医療機材維持管理１名 

（11MM［１年次］、11MM［２年次］、11MM［３年次］、11MM［４年次］、計44MM） 
１年次 年間990万円、 

２年次以降 年間990万円×３か年 

３）機材供与：現地研修用機材等 

１年次 年間480万円 

２年次以降（年間300万円×３か年） 

４）現地研修（「マ」国内研修、第三国研修）、実施費等 

１年次 年間 650万円 

２年次以降 年間600万円×３か年 

 

（２）「マ」国側 

１）C/P配置 
２）JICA専門家執務室、スタッフ人件費、施設 
３）RMU、県病院への人材配置 
４）現地活動費 

 

 

 



－7－ 

第３章 評価手法 
 

３－１ 評価設問および指標 

本プロジェクトの中間評価においては、まずプロジェクト活動の進捗およびアウトプット達成

度の概観を行い、続いて「評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）」の

観点から評価を行う。 

主な評価設問は以下のとおりである。評価指標については付属資料３．評価グリッドに示すが、

PDMに定義されているものを検証し、必要に応じてより適切なものに置き換えて評価する。 
 

３－１－１ 評価５項目による評価 

（１）妥当性 

妥当性の評価とは、「マ」国保健分野の政策・プログラムおよび日本の対「マ」国援助政

策・プログラムに整合しているか、「マ」国側のニーズに沿ったプロジェクトアプローチお

よびデザインとなっているかを評価することである。 

 

＜主な評価設問＞ 

・プロジェクトは、「マ」国保健分野の政策・プログラムに整合しているか？ 

・プロジェクトは、日本の対「マ」国援助政策・プログラムに整合しているか？ 

・プロジェクトは、ターゲットグループのニーズに合うよう適切にデザインされている

か？ 

・プロジェクトがとったアプローチは、国際的潮流や「マ」国保健分野の状況に合致して

いたか？ 

 

（２）有効性 

有効性の評価とは、成果およびプロジェクト目標が達成される見込みがあるかを評価す

ることである。 

 

＜主な評価設問＞ 

・プロジェクトは、目標を達成する見込みはあるか？ 

・成果１の達成度は？ 

・成果２の達成度は？ 

・成果３の達成度は？ 

・成果４の達成度は？ 

 

（３）効率性 

効率性の評価とは、プロジェクトの投入がどの程度アウトプットに効率的に結びついて

いるかを評価することである。ここでは、投入の質・量・タイミングも考慮の対象となる。 

 

＜主な評価設問＞ 

・日本人専門家の派遣数、能力・経験、タイミングは適切だったか？ 
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・「マ」国側の投入は質・量とも十分であったか？ 

・プロジェクトの活動は適切に実施されたか？ 

 

（４）インパクト 

インパクトの評価とは、プロジェクトの中長期的な効果を検証するものである。上位目

標の達成見込み、その他プロジェクト計画時に予期しなかったインパクトの有無が評価さ

れる。 

 

＜主な評価設問＞ 

・プロジェクトの上位目標の達成見込みはどの程度か？ 

・プロジェクト実施によるその他のインパクト（正・負とも）はあるか？ 

 

（５）自立発展性 

自立発展性の評価とは、プロジェクトの活動や達成されたことがプロジェクト終了後に

持続していく見通しを評価することである。政策、制度、財政、技術といった面から検討

が行われる。 

 

＜主な評価設問＞ 

・「マ」国の保健政策・プログラムは、プロジェクト終了後も医療機材管理を支援し続け

る見通しか？ 

・マラウイ国保健省医療機材維持管理課（Division of Physical Assets Management：PAM課）
およびリファラル医療機材維持管理ユニット（Referral Maintenance Unit：RMU）は、
プロジェクト終了後も医療機材維持管理に係る活動を続けることができる見通しか？ 

・「マ」国側は、プロジェクト終了後も対象病院の医療機材管理を支援し続けるための資

金確保ができるか？ 

 

３－２ データ収集方法 

必要な情報は、関連文献の収集・分析、保健省医療機材維持管理課、RMU、中央病院、県保健
局、県病院、日本人専門家、他ドナー（本調査においてはドイツ大使館およびGTZ）に対するイン
タビューにより収集される。 

 

 
 
 



－9－ 

第４章 プロジェクトの実績と現状 
 

４－１ 投入実績 

４－１－１ 日本側 

（１）専門家派遣および現地契約コンサルタント雇用 

2006年11月22日より、プロジェクト運営管理／研修管理を担当する日本人専門家１名が

従事している（表４－１）。 

また本プロジェクトでは、これまでに現地契約コンサルタント２名を投入している。コ

ンサルタントは日本人専門家と協力して、トレーニングのニーズ調査、カリキュラム策定、

トレーニングの実施および評価を担当している。 
 

表４－１ 日本人専門家および現地契約コンサルタント 

専門家・コンサルタント名 ポジション 従事期間
野崎　保 プロジェクト運営管理・研修管理 2006年11月 - 2008年12月
ロジャー・サンダース 現地契約コンサルタント 2006年9月 - 2006年11月

2006年12月 - 2007年3月
サルバドール・アキノ 現地契約コンサルタント 2007年10月 - 2008年3月

2008年7月 - 2009年3月  
 出所：JICA/PAM Project 

 

（２）機材供与 

プロジェクト開始以来、以下の機材が供与された。いずれも、問題なく稼動している（表

４－２）。 
 

表４－２ 主要供与機材リスト 

機材名 数量 稼働状況
車輌・事務所用機材
  (1) 事務机・椅子 2 良好
  (2) スチールキャビネット 2 良好
  (3) 書棚 1 良好
  (4) 車輌 1 良好
  (5) コンピュータ 2 良好
  (6) コピー機 1 良好
  (7) FAX機 1 良好
  (8) ラップトップコンピュータ 2 良好
  (9) LCDプロジェクタ 1 良好
トレーニング用医療機器
  (1) 血圧計、水銀 1 良好
  (2) 血圧計、アネロイド 1 良好
  (3) 血圧計、バッテリー式、LEDタイプ 1 良好
  (4) 吸引器 1 良好
  (5) 聴診器 1 良好
  (6) 滅菌器 1 良好
  (7) ネブライザー 1 良好
  (8) アンビュバッグ、大人用 1 良好
  (9) アンビュバッグ、子供用 1 良好
  (10) 心電計 1 良好
  (11) パルスオキシメータ 1 良好
  (12) オートクレーブ 1 良好
  (13) 酸素濃縮器 1 良好  
出所：JICA/PAM Project 
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（３）「マ」国内および第三国（南アフリカ）研修 

「４－２ 活動実績および成果達成状況」参照。 

 

（４）ローカルコストの負担 

2006年度には6,000,000クワチャ（Malawi Kwacha：MK。１MK＝0.7円とすると、4,200,000
円）、2007年度には12,830,000MK（8,981,000円）がプロジェクト活動に対して支出された。
2008年度は、４月から９月までに4,040,000MK（2,828,000円）が支出されている。 

 

４－１－２ 「マ」国側 

（１）C/Pの配置 
保健省本省医療機材維持管理課の課長（Head of PAM）であるDr. Lovemore Mkukumaおよ

びその地方出先機関であるRMUのユニット長（Head of RMU）４名がC/Pとして位置づけら
れる。 

「マ」国における医療機材維持管理体制を図４－１に示す。本省医療機材維持管理課で

はDr. Mkukumaおよび秘書１名の体制で業務にあたっている。また、「マ」国内に４か所配
置されているRMUは医療機材維持管理課直属の組織であり、計14名のスタッフが医療機材
維持管理活動を行っている。 

 
  

RMU North / Mzuzu

Mr. H. Chimphepo (Head)
Mr. G. Massah
Mr. P. Chalamanda

RMU Central / LLW

Mr. C. Chokani (Head)
Mr. V. Rashidi
Mr. I. Ndau
Mr. J. Mulungu

District Health Offices 
(DHOs)

Maintenance Unit

District Hospitals, H/Cs

Name of Districts
-Chitipa   -karonga   -Nkhatabay
-Rumphi   -Mzimba    -Likoma

District Health Offices
(DHOs)

Maintenance Unit

District Hospitals, H/Cs

Name of Districts
-Kasungu   -Nkhotakota   -Ntchisi

-Dowa   -Salima   -Lilongwe
-Mchinji   -Dedza   -Ncheu

RMU South West / BTY

Mr. S. Sidira (Head)
Mr. G. M'manga
Mr. J. Nyakwawa
Mr. T. Kamuyanga

RMU South East / ZMB

Mr. J. Kambauwa (Head)
Mr. V. Bonongwe
Mr. B. Chakachadza 

District Health Offices
(DHOs)

Maintenance Unit

District Hospitals, H/Cs

Name of Districts
       - Mangochi   - Machinga   
            - Balaka   - Zomba
         - Phalombe   - Mulanje

District Health Offices
(DHOs)

Maintenance Unit

District Hospitals, H/Cs

Name of Districts
- Neno   - Mwanza   - Blantyre
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Mzuzu C. H.
Maintenance Unit

Kamuzu C. H.
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Q.E.C.H.
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Zomba C. H.
Maintenance Unit

Equipment Manufacturers' Local Agents(Contracting-out of Maintenance Services)
- CT Scanner / 1 unit (MCA/LLW-Malawi), - Coulter Counters / 17 units (Beckman-Coulter, South Africa),
- CD4 Counters / 34 units (Pertec, Botswana)

MOH-HQ
PAM

 
       出所：JICA/PAM Project 

図４－１ 「マ」国における医療機材維持管理体制（2008年９月現在） 
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（２）ローカルコストの負担 

「マ」国側は、2007年度に2,880,000MK（2,016,000円）、2008年度（４～９月）に
3,760,000MK（2,632,000円）をプロジェクト活動に支出している。特にユーザー研修につ
いては、日本と「マ」国両者のコストシェアリングの下で実施されている。県保健局（District 
Health Office：DHO）が、研修参加者の手当（Daily Subsistence Allowance：DSA）および軽
食代を負担するのが通例となっている。 

 

（３）その他の投入 

保健省は、プロジェクト事務所用スペースの提供を行っている。 

 

４－２ 活動実績および成果達成状況 

４－２－１ 成果１に関する活動と成果達成状況 

（１）成果１の概要 

保健省医療機材維持管理課は、医療機材の適切な調達・配置に関して、調達担当部署を

側面支援する責任を有する。標準医療機材リスト（Standard Equipment List：SEL）および標
準機材仕様書はそのためのツールとなる。 

現在、ほとんどの医療機材は海外から供与されているが、中古の機材の中にはスペアパー

ツの入手が非常に難しくなっているものがある。また低スペックの機材が供与されるケー

スも見られる。標準医療機材リストおよび標準機材仕様書は2000年に作成されていたが、

これらに関する情報が末端の組織まで十分に伝わっていないうえ作成後８年が経過してい

ることから、内容を改訂する必要が生じていた。 

また、医療機材維持管課およびRMUの管理職レベルに対しても、医療機材の管理につい
て能力を向上させる必要があった。 

以上の背景を受けて、プロジェクトでは医療機材管理に関するトレーニングを実施する

とともに、標準医療機材リストおよび標準機材仕様書の改訂、医療機材に関するモニタリ

ング・評価に重点を置いた活動を行ってきた。 

 

（２）活動実績・成果達成状況 

成果１に対しては３つの指標が定義されていたが、このうち「医療機材がタイムリーに

調達され、配置されている医療施設数」についてはタイムリーさを計測することは困難で

あると考えられた。したがって、今回はこれに替わる２つの指標を設定し、以下の４指標

を用いて評価を行うこととした。 

プロジェクトを通じて一定の成果が見られているが、課題も残されている。 

 

１）指標１：国家調達計画・維持管理計画の策定 

医療機材維持管理課およびRMUはプロジェクトの協力を受けつつ調達計画の策定を支
援し、2008年８月には保健省計画局（Department of Planning）に提出することができた。
しかし、医療機材維持管理と調達ユニットとの調整は十分とはいえない。また、地方分

権化の進展に伴い、県病院以下の医療施設に対する機材調達予算はDHOに直接配分され
ることとなったが、調達に係るDHOの技術力も十分とはいえないため簡易な機材の調達
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を行うにとどまっている。 

維持管理計画としては、RMUが年４度実施する機材の予防的定期点検（Planned 
Preventive Maintenance：PPM）があげられる。プロジェクトは、PPMに係る機材ごとのチ
ェックリスト作成に協力を行い、業務の改善を図った。 

 

２）指標２：標準医療機材リストの改訂 

2000年にEUの支援で作成された県病院および保健センター用の標準医療機材リスト
および機材仕様書を用いて、プロジェクトでは2008年１～２月にすべてのDHOを訪問し、
リストに関する情報普及および意見聴取を行った。ここでのフィードバックをもとに機

材リストの改訂を行い、提出された最終案を保健省内のインフラ・機材作業部会

（Technical Working Group for Infrastructure and Equipment）で議論を行った。標準医療機
材リストおよび機材仕様書は、その後大臣・局長クラスの承認を受けて出版される見通

しである。 

中央病院用の標準医療機材リストおよび機材仕様書についてはこれまで作成されてこ

なかったが、2008年中にも作業が開始される予定である。 

 

３）指標３：医療機材の状態・維持管理の実施状況が計画どおりモニタリングできている

か 

2008年より、プロジェクトではDHOレベルの医療機材や維持管理の現状を把握するた
め、年に２度のモニタリングを実施する計画である。2008年は、12か所のDHOを選んで
実施している。このようなモニタリング・評価業務は中央政府の責任であることから、

医療機材維持管理課が将来この業務を引き継ぐことが望まれる。 

 

４）指標４：PLAMAHSのデータが予定どおり更新できているか 
医療機材維持管理課は、医療機材のインベントリー情報を定期的に更新する責任を有

する。インベントリーは、PLAMAHS（Planning and Management of Assets in the Health 
Services）と呼ばれるデータベースで管理され、PPM実施時にデータを収集してRMUが更
新を行うという手続きである。しかし、RMUの予算・人材不足によって、年４度のPPM
が実施できていないのが現状である。 

 

５）医療機材維持管理課の能力に係るその他改善点 

現在RMUは、医療機材ユーザー研修のプログラムおよび教材作成を自らの手で行って
いる。またPPMの際に、DHOが作成する医療機材調達計画に対してアドバイスを与えて
いる。これらはいずれもプロジェクトによるトレーニングの成果と考えられる。 

 

６）医療機材管理トレーニング 

プロジェクトでは、トレーニングのニーズを把握するため2007年２月にワークショッ

プを実施した。その結果を踏まえて実施されることになったのが、「マ」国内における

PLAMAHSトレーニングと、南アフリカのツワネ工科大学（Tshwane University of 
Technology：TUT）における医療技術マネジメントトレーニングである。 
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PLAMAHSトレーニングは、これまでに２度実施された。2007年３月に、オランダのコ
ンサルティング企業がRMUスタッフ11名に対し、ジョブカード（機材の点検・修理に係
るすべての作業に対して作成されるもの）の作成、インベントリーの更新、定期報告書

の作成等、PLAMAHSの操作方法に関する指導を行った。2008年３～４月には、RMUの
ユニット長２名が中心となって、PLAMAHSの操作に関する「勉強会（in-house refresher 
training）」を実施している。この勉強会には、マラウイ・キリスト教保健協会（Christian 
Health Association of Malawi：CHAM）の３名を含む14名が参加した。このような取り組
みは医療機材インベントリー管理能力の向上に資するものであるが、PLAMAHSは多機能
で操作が複雑であることから、今後も定期的に実施していくことが必要である。 

TUTでのトレーニングは３度実施された。2007年７月にはRMUユニット長４名、同年
９月にはRMUスタッフ３名およびCHAMスタッフ１名、2008年９～10月には中央病院の
管理担当６名が参加し、医療機材の更新、人材育成・管理、リスクマネジメント、イン

ベントリー管理、モニタリング・評価、臨床工学の発展等について研修を受けた。 

 

７）課題 

医療機材維持管理課最大の課題は人材不足である。最近になって、「マ」国北部６県を

管轄するRMU Northのユニット長の医療機材維持管理課への転勤が認められ、医療機材
維持管理課は２名体制となることとなった。しかし、全体的な人材不足は解消しておら

ず、効率的な業務遂行に支障を来している。 

 

４－２－２ 成果２に関する活動と成果達成状況 

（１）成果２の概要 

RMUは、PPMの実施、DHOおよび中央病院から送られてきた医療機材の修理、DHO維持
管理ユニットおよび医療機材ユーザーに対するトレーニング、PLAMAHS管理といった業務
を行っている。過去には、EUがRMUの能力強化をめざして協力を実施していたが、2003
年にEUが直接財政支援に移行してからは、RMUは技術力の向上に困難を来していた。 
プロジェクトでは、RMUの技術者に対して、知識・スキル向上の機会を提供してきた。 

 

（２）活動実績・成果達成状況 

以下の２指標を用いて評価を行った。 

 

１）指標１：対RMUトレーニング数 
プロジェクトでは、RMUの技術者に対して2007年７月と９月にTUTにおいて実施した。

数種類の機材にしぼり、維持管理方法やトラブルシューティングを２週間かけて行った。 

2008年３月には、島津製作所の南アフリカ代理店であるAfrica X-ray Industrial and 
Medical（Pty）Ltd.（AXIM）においてX線機材に関するトレーニングを実施した。５日間
のコースで、２種類のモデルを取り扱った。 

RMU技術者に対するトレーニングは当初の計画どおり実施された。 
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２）指標２：RMUトレーニング参加者数 
CHAMスタッフ１名を含む８名がTUTにおけるトレーニングに参加した。また、AXIM

でのトレーニングには、各RMUより１名が参加している。 
成果１および成果２において、すべてのRMUスタッフがTUTでのトレーニングに参加

したことになる。 

 

４－２－３ 成果３に関する活動と成果達成状況 

（１）成果３の概要 

DHOでは維持管理ユニットが組織され、電気工が医療機材を担当する。しかし、担当者
の医療機材に関する知識・スキルは機材維持管理を行うには不十分であった。 

プロジェクトでは、DHOレベルの維持管理能力を向上させるための活動を行ってきた。 
 

（２）活動実績・成果達成状況 

以下の２指標を用いて評価を行った。 

 

１）指標１：対DHOトレーニング数 
2007年12月、リロングウェ・テクニカルカレッジ（Lilongwe Technical College：LTC）

において、電気・電子および汎用医療機材の基礎知識に係るトレーニングを実施した。

加えて、2008年２月にはムズズ大学において、ソーラー光発電およびそれを利用した機

材（保健センターの一般照明、冷蔵庫、無線等）の基礎知識に係るトレーニングを行っ

た。いずれも20日間程度のコースである。 

このほか、2008年10月に行われたヌサンジェ県でのユーザートレーニングにおいては、

DHO維持管理ユニットに対する２日間のトレーニングが組み込まれている。 
ここまで、DHOに対するトレーニングはおおむね計画どおり実施されている。 

 

２）指標２：DHOトレーニング参加者数 
LTCのトレーニングには15名のDHOおよび中央病院の技術者（うち３名がCHAM）が、

ムズズ大学のトレーニングには８名（うち２名が中央病院）が参加した。 

 

３）DHOの能力に係るその他改善点 
中間評価調査で訪問したDHOからは、PPMや簡易な機材修理が実施されているなどの

改善が報告されている。このような実績が蓄積されていけば、RMUの業務負担の軽減に
つながる可能性が広がる。 

 

４）課題 

スペアパーツの調達に苦労しているケースが散見されている。これは、DHO予算の不
足というより、機材が古く市場にスペアパーツそのものが流通していないことが原因と

考えられる。 
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４－２－４ 成果４に関する活動と成果達成状況 

（１）成果４の概要 

「マ」国における医療機材故障原因の70～80％は、機材ユーザーの知識・スキル不足に

帰するという報告がある。これまでユーザーは様々なドナーから機材を供与されることは

あったが、その操作方法について指導を受ける機会に恵まれてこなかった。 

このような状況を受けて、プロジェクトにおいて機材ユーザーの知識・スキル向上をめ

ざすこととなった。 

 

（２）活動実績・成果達成状況 

ユーザートレーニングの実施数および参加者数は表４－３のとおりで、これまでに13回実

施された。トレーニングが実施されたDHO数は10である。プロジェクトでは、2008年度は16
のDHOを対象にトレーニングを実施する計画であるが、ここまでは順調に実施されている。 

 

表４－３ ユーザートレーニング実績（2008年10月現在） 

No. 対象者 対象者数 ファシリテーター 期間

1 全DHO麻酔技師 16 Malawi School of Anaesthesia 02-04 July 07

15 RMU Central 10-12 July 07

2 Kasungu DHO 50 RMU Central 12-16 November 07

3 Nsanje DHO 65 RMU Southwestern 25-29 February 08

4 Thyolo DHO 87 RMU Southwestern 25-29 March 08

5 Dedza DHO 30 RMU Central 16-08 April 08

6 Likoma DHO 29 RMU North 20-23 May 08

7 Ntcheu DHO 20 RMU Central 19-20 June 08

8 Salima DHO 44 RMU Central 16-18 July 08

9 Mchinji DHO 40 RMU Central 21-24 July 08

10 Dowa DHO 59 RMU Central 05-08 August 08

11 Nkhatabay DHO 30 RMU North 19-22 August 08

12 Kapiri CHAM 35 RMU Southwestern 09-12 September 08

13 Nsanje DHO 75 RMU Southwestern 13-17 October 08  
                出所：JICA/PAM Project 

 

ユーザートレーニングは、DHOとのコストシェアリングで実施されることになっており、
これに同意するDHOからRMUへの要請により計画される。このとき、DHOはトレーニング
の対象とする医療機材を決めることができる。これまでのトレーニングで各DHO共通に対
象となった機材は、酸素濃縮器、吸引器、血圧計、滅菌器である。 

要請が受け入れられると、RMUはプロジェクトとともに対象DHOにおける機材の現状を
視察し、トレーニングの詳細を計画していく。トレーニングに用いる教材はRMUにて作成
する。 

ユーザートレーニングは、機材の構造、操作方法、トラブルシューティング（簡単なチ

ェック項目等）に関する講義および実演から構成されている。基本的にはRMUが講師を務
めるが、機材によってはプロジェクトの現地契約コンサルタントが担当する。 

一つの機材に関するトレーニングの前後では簡単なペーパーテストを行い、知識の習得

状況を確認している。これまでの結果からは、参加者は対象機材の基礎知識を習得できて
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いることが明らかになっている。また、ユーザートレーニング終了の際には、参加者はそ

れぞれのアクションプランを作成し、所属先のDHOに提出することが求められている。こ
のプランをもとに各DHOは参加者のパフォーマンスをモニタリングすることになっている。 
これまで、トレーニングが実施されたDHOやCHAMからは高い評価が寄せられており、

トレーニングの要請も20件にのぼるとのことである。 

 

４－３ プロジェクト目標達成見込み 

PDMに記載されているプロジェクト目標は、「医療機材維持管理プログラムの強化を通じて、医
療機材が施設（DHOおよびCHAM）において適切かつ効率的に維持管理される」である。後述す
るとおり、DHOレベルのPPM実施やRMUのトレーニング実施能力向上など医療機材維持管理強化
の兆候はいくつか現れてきているが、プロジェクト目標を測る指標が適切に定義されているとは

言い難い。また、プロジェクト期間の４年間で達成可能な目標設定となっていたかどうかに関し

ても問題がある。したがって、プロジェクト目標の文言および指標について再定義を行い、残さ

れた期間で適切にモニタリングを行っていくことが必要である。 

プロジェクトでは、以下の４指標について年２回モニタリングを行うことを決めた。 

①故障がDHOの維持管理ユニットに報告された医療機材数 
②DHOの維持管理ユニットによる機材修理件数 
③RMUへ移送された医療機材数 
④機材修理費用 

 

モニタリングは12のDHOをパイロット的に選び、2008年３月より開始した。2008年10月までに
回答が寄せられた8DHOについて表４－４に示す。 
 

表４－４ プロジェクトによるモニタリング結果（2007年７月～2008年６月） 

DHO名 指標
1 2 3 4

Mangochi n.a. n.a. n.a. 218,000
Dedza 33 28 5 162,868
Salima 9 7 3 3,358,000
Dowa 48 1 24 n.a.
Mchinji 48 30 23 209,000
Kasungu 14 7 10 680,000
Nkhatabay 19 15 15 1,206,814  
（注：指標１～４は以下のとおりである。 
１．故障がDHOの維持管理ユニットに報告された医療機材数 
２．DHOの維持管理ユニットによる機材修理件数 
３．RMUへ移送された医療機材数 
４．機材修理費用（単位MK） 
出所：JICA/PAM Project 

 

プロジェクト目標を測る指標としては、ジョブカードの数も利用可能である。ユーザートレー

ニングで多く取り扱われている酸素濃縮器、吸引器、滅菌器について、2006～2007年の実績を見

ると、それぞれ417件、232件、149件で、約40％がPPMによるものであった。PLAMAHSを有効に
活用することで、このほかの指標がプロジェクト目標のモニタリングに使えることも十分に考え

られる。 
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４－４ 上位目標達成見込み 

PDMに記載されている上位目標は、「地方レベルの保健サービスが向上する」である。しかし、
医療機材の適切な維持管理がDHOレベルの保健サービス向上に直接つながるわけではなく、多く
の外部条件を考慮しなければならない。したがって、プロジェクト目標と同様、文言および指標

について再定義を行い、残された期間で適切にモニタリングを行っていくことが必要である。 

 

４－５ 実施プロセス 

これまで、本プロジェクトに係る合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）は、2007
年７月および2008年３月の２度実施され、プロジェクトの活動計画や医療機材維持管理人事に関

する問題等、重要事項が議論されている。 

C/Pとのコミュニケーションについては、本省側が医療機材維持管理課長１人だけであるため難
しい場面もあったが、トレーニングのニーズアセスメントや計画の際には、プロジェクトは本省

医療機材維持管理課長およびRMUを可能な限り巻き込む努力を重ねている。 
 

４－６ プロジェクトを取り巻く重要な外部要因 

４－６－１ 機材維持管理の外注化 

2003年より、KfWは医療機材維持管理外注化（Private Maintenance Contracting：PMC）への支
援の検討を進めている。その基本的な考え方を記した「医療機材維持管理の民間業者への外注

化の提案に関する政策（2007年３月26日改訂）（the Policy Paper on the Proposed Outsourcing of 
Medical Equipment Maintenance Services to a Private Maintenance Contractor, revised on 26th March 
2007）」によると、外注化プログラムの目的は、「マ」国における機材維持管理能力の強化であ
り、その達成のために以下を図るとしている。 

・計画策定、規制、モニタリング・評価に関する医療機材維持管理課の能力強化 

・外注化による機材維持管理サービスの強化 

・修理への対応時間および機材のダウンタイム（故障して使えない時間）の短縮 

・定期点検、予防保守の実施 

 

2008年２月には業者選定のための入札まで実施されたが、業者契約をめぐり両国政府の折り

合いがつかず、現在交渉は難航している。決着には時間を要すると考えられるが、PMCが本格
的に実施されると医療機材維持管理およびRMUの役割や業務範囲に変化が生じることから、プ
ロジェクトとしてはその進展を注目しつつ活動を進めることが必要である。 

 

４－６－２ 「マ」国保健分野の地方分権化 

「マ」国においては保健分野の地方分権化が進んだ結果、DHOが自らの県保健実行計画
（District Implementation Plan：DIP）を策定する責任が生じることとなった。予算も、人件費を
除いて財務省から県議会（District Assembly）を通じて配分されることとなった。 
当然、医療機材調達・維持管理、維持管理に係るトレーニングの計画・予算もDIPに適切に反

映させなければならない。しかし、予算計画策定やその管理に関する県の能力は十分とはいえ

ず、その向上が必要である。 
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第５章 評価結果 
 

医療サービスを提供するには、①予算管理と運営、②人材の数と質、③医療機材3を含む施設、

この３分野の投入が不可欠である。WHOの2007年発行書籍では、保健システム強化のため医療技
術（医療機材を含む）支援の重要性が記されており、途上国政府が適切に医療機材を運営（医療

機材の運営とは、購入・維持管理・廃棄の３つに大きく分類できる）することが期待されている

反面、途上国での医療機材運営は課題が多い。 

医療機材の多くは民間企業が製造する商品であり、途上国は先進国から多くを輸入しなくては

ならない。また、途上国の保健医療と経済状況にもよるが、現状では途上国の医療機材分野の市

場は民間企業にとって魅力に欠ける。さらに、多くの途上国では必要な医療従事者数すら確保さ

れておらず、ましてや医療機材分野の人材確保に投入できる予算は極めて限定されている。要す

るに、医療機材の維持管理に必要な技術は民間企業にあるが、民間企業の技術者は途上国にはほ

とんどおらず、途上国政府側の関連職員の数も技術力も限られているということである。このよ

うな現実を認識したうえで医療機材運営は公的保健医療システムの一部であり、公的機関として

医療機材運営のどの部分をどの程度まで担うことが合理的なのか判断が必要である。そして、そ

の判断を反映した保健医療政策が策定され、政策に基づいた具体的な医療機材運営の実施が求め

られている。 

これら医療機材運営の背景にある課題を踏まえ、「『マ』国医療機材維持管理プログラム支援プ

ロジェクト」の現状を評価し、今後の課題について以下のとおり記す。 

 

５－１ 妥当性 

「マ」国保健政策と保健分野におけるニーズ、および日本の対「マ」国援助政策・プログラム

から判断して、プロジェクトの実施には妥当性がある。 

「マ」国においては、2004～2011年をカバーする保健分野SWApに基づいたプログラム
（Programme of Work：POW）が実施されており、医療機材はプログラムを支える６本柱の３番目
とされ、機材維持管理を含んでいる。プロジェクトは、これを標準医療機材リスト・仕様書の改

訂や人材育成の面から支援していると考えられる。 

また、「マ」国には2002年に策定された国家医療機材維持管理政策（National PAM Policy）が存
在し、医療機材の計画・管理、情報システム、人材育成について記載されている。プロジェクト

はこの政策に記載されているアプローチに基づいて、その実施を支援するものである。 

プロジェクトは人間の安全保障の実現をめざし、保健・衛生の改善に係る各種プログラムを人

的資源開発に位置づけるJICAマラウイ事務所の対マラウイ協力プログラムにも合致している。 
 

５－２ 有効性 

プロジェクト目標の指標に問題があったため、その達成度を測るのは現時点ではできないが、

医療機材維持管理の改善についてはいくつかの点で明るい兆しが見られる。例として、以下の３

点を掲げる。 

①標準医療機材リストの改定作業に目処が立っている。 

                             
3  「医療機材」とは、医療を提供するために必要な機器・機材・器具・消耗品、などを含めた概念として定義する。 
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②DHOレベルの技術者が、自らの手でPPMや簡易な機材修理を手がけるようになった。 
③RMUスタッフが、ユーザートレーニングを実施できるようになった。 
 

プロジェクト目標の達成度を適切に評価するために、PDMを改訂して新しい指標を定義するこ
とが求められる。 

 

５－３ 効率性 

プロジェクトは、おおむね効率的な運営が図られていると考えられる。求められる成果に対し

て、日本人専門家１名と小規模の機材投入で対応している。また、日本人の短期専門家や本邦研

修ではなく、経験豊富な現地契約コンサルタントの活用や近隣国の施設を利用したトレーニング

の実施はプロジェクトの効率性に貢献している。 

特に、近隣国である南アフリカにおいて大学などを取り込み、南部アフリカ地域内で実施して

いる技術者の技術力向上研修に関していえば、受講者が研修後に「マ」国内の医療機材技術者や

使用者である医療従事者に対して技術移転を行い、「マ」国内での技術力向上に資しているだけで

なく、キリスト教系の病院であるCHAMをも医療機材維持管理課は対象としているため、包括的
な公的医療機関の医療機材運営にも資しており、効率性は高いといえる。この域内の民間技術（者）

を利用した技術研修の意義は、「マ」国技術者への技術習得の場の提供にあるが、同時に国内にい

ない民間技術者とこれら技術者とのネットワーク構築・強化の場の提供でもある。 

一方、「マ」国側の人材不足や、プロジェクト開始から５か月日本人専門家が不在であったこと

は、計画どおりに成果を得ることに対してややマイナスに作用したと考えられる。 

 

５－４ インパクト 

これまでに、プロジェクトの実施により、以下のような正のインパクトが現れている。 

・ユーザートレーニングをDIPの中で計画し、実行するDHOが現れている。 
・公的医療施設のみならずCHAM傘下の医療施設もトレーニングの対象とすることで、プロジェ
クト実施の波及効果を拡大している。 

・標準医療機材リスト・仕様書は、「マ」国内の医療サービスの標準化につながる第一歩となりう

る。 

 

上記有効性や効率性にも記載のとおりであるが、CHAM傘下の医療施設をプロジェクト対象と
して取り込んでおり、限られた投入で、「マ」国全体の医療体制を支える活動を行っている。また、

標準医療機材リストの改定作業を通じ、今後購入する医療機材の仕様の標準化並びに各医療施設

に配置される機材の標準化が進められている。加えて、医療機材の維持管理活動については、PPM
保健省医療機材維持管理課予算にて賄い、個別の修理対応（Corrective Maintenance）は地方政府
（DHO）の予算から支出しており、一定レベルの維持管理が行われている。さらに、医療機材運
営状況はPLAMAHSを用いて管理され、適宜情報も更新されており、包括的な医療機材の管理体制
の構築に貢献していると考えられ、正のインパクトが見られる。 

 

また、これまでにプロジェクト実施による負のインパクトは見られていない。 
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なお、負のインパクトとはいえないものの、懸案事項として保健省医療機材維持管理課の職員

および全国４か所にあるリフェラルRMUの技術者数の不足があげられる。上記にも記したように、
当該分野の人材不足は他の途上国においても顕著であり、「マ」国だけが特別ではないが、インパ

クト並びに自立発展性の観点から極めて重大な阻害因子である。一方、この現状を踏まえKfWは、
医療機材維持管理の現実的な解決策の一つの方法として外注化を検討していた経緯がある（2007

年４月から実施予定であったが契約の問題などで中断している）が、この計画の中断により、医

療機材維持管理の予算執行に対しても影響がおよんでいる。今年度（MFY2008／2009）のPPMの

予算は、外注化事業の予算内に含まれており、この予算執行が事業の中断に合わせて停止しているため、

PPMの予算確保ができなくなることが懸念されている。 

 

５－５ 自立発展性 

以下の側面から評価して、医療機材維持管理プログラムは以下に示すような問題に直面しなが

らも、継続していくと考えられる。 

 

（１）政策的側面 

現行のPOWは2011年までカバーするため、医療機材維持管理は保健分野の重点項目であり
続ける。保健省は、適切な医療機材維持管理は医療サービスのベースとなるという認識をも

っていることから、その後も重要視されていくと考えられる。 

 

（２）組織・技術的側面 

保健・医療分野の全面的な人材不足が問題となっている「マ」国において、医療機材維持

管理の人材についても、しばらくは厳しい状況が続くと思われる。本省医療機材維持管理課

のスタッフが１名から２名に増えることについては改善といえるが、RMUからの移籍による
ものであるため、全体的な人材不足の状態は変わらない。 

医療機材の維持管理体制の今後を考えるうえで、外注化の動向は無視できない要因である。

実際に外注化が実施されれば、医療機材維持管理およびRMUの役割は計画、法規制、モニタ
リング・評価にシフトし、RMUの技術者が担っていた機材の維持管理・修理業務は民間業者
の手に渡ることになる。外注化をめぐる今後の行方には十分に注意を払う必要がある。 

保健行政の地方分権化も、県レベルの維持管理を考えるうえで重要な要因である。DHOに
よって機材調達・維持管理やそれに係る人材育成（ユーザートレーニング等）を適切に計画・

実施することが求められることから、その能力強化が求められる。 

 

（３）財務的側面 

本省医療機材維持管理課およびRMUの予算に関しては、少なくとも今年度（2008年７月～
2009年６月）は困難な状況である。今年度、医療機材維持管理分として計上されたのは

305,403,000MK（213,782,100円）で、外注化実施に伴い全額ドイツ政府から供与される予定
であった。外注化されれば、RMUが実施していたPPMも修理業務も業者が行うことになって
いるからである。しかし、ドイツ政府との交渉が停止状態となっていることから上記金額は

供与されておらず、これまでのところ医療機材維持管理課はそれにかわる資金源を見出せて

いない。 
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一方、県レベルでは、機材維持管理予算は計上されているものの、実際の執行額が予算額

を下回っているDHOが多くなっている。保健省計画局の資料によると、「マ」国内全27県に対
する2006／2007年度の機材維持管理予算は88,900,000MK（62,200,000円）、2007／2008年度
は142,200,000MK（99,500,000円）であるが、2006／2007年度の予算執行額は43,300,000MK
（30,300,000円）、2007／2008年度は７月から３月までの９か月で39,100,000MK（27,300,000
円）である。機材維持管理予算が他の使途へ流用されているとの示唆もあるので改善が求め

られる。 
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第６章 評価結果の結論 
 

プロジェクトは、今後さらに強化すべき領域を残しながらも、ここまでは計画どおりに活動を

実施してきている。 

プロジェクトは、医療機材維持管理をより強化するというニーズに対応していることから、「マ」

国保健分野SWApの方向性に合致している。また、現地契約コンサルタントや周辺国教育施設の活
用を通じて、効率的なプロジェクト運営を図っている。 

プロジェクトを通じて、「マ」国における医療機材維持管理に対してはここまで県レベルにおけ

るPPMや簡易な機材修理の実現等、改善に向けた兆候が現れている。今後は、プロジェクト目標
を客観的に評価できるようにするためにも、PDMを改訂して適切な指標を定義することが求めら
れる。 

自立発展性については、医療機材維持管理プログラムは人材不足や予算の問題を抱えながらも

続いていくものと考えられる。 
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第７章 提言と教訓 
 
７－１ 提 言 

本中間評価調査におけるDHO、RMU、医療施設の視察および聞き取りを通じて、医療機材維持
管理の活動に対してそれぞれの幹部クラスは高く評価していることが明らかになった。プロジェ

クトのこれまでの成果としては、以下があげられる。 

・PPMおよび修理が医療施設レベルでも実施されるようになった。 
・標準医療機材リストの改訂（県病院および保健センター用）および新規作成（中央病院用）

が順調に進んでいる。 

・改善の余地はあるものの、PLAMAHSを利用したモニタリング・評価が継続して行われている。 
・2007年７月より医療機材ユーザーを対象としたトレーニングが始まり、その教材をRMUが用
意できるようになった。 

このような成果を踏まえ、残りのプロジェクト期間において活動を行っていくうえで考慮すべ

き点を以下に述べる。 

 

（１）プロジェクトデザイン 

プロジェクトの既存のPDMは、４年間で達成できる目標の設定、評価指標の定義、ターゲッ
トの設定という面で問題があった。今後、効率的なプロジェクトマネジメントを行っていく

ために、PDMを改訂する必要がある。また、以下の活動については、モニタリング・評価に
よる既存のデータを用いて改善を進めていくことが求められる。 

・PPMの計画 
・技術者・ユーザーに対するトレーニング 
・医療機材維持管理スタッフのマネジメントトレーニング 

 

（２）県レベルへの選択と集中 

限られた予算と人材の下で効果を最大化させるために、プロジェクトは以下に示す活動を

通じて、県レベルの強化に重点を置くべきである。 

・DHOの維持管理担当者に対する、電気、電子、溶接、冷蔵、機械（Machine Shop Technology）
のトレーニング。基礎的かつ汎用医療機材に関する維持管理ニーズに応える。 

・医療機材ユーザーに対するトレーニング 

・PLAMAHSを最大限活用するためのトレーニング 
・RMUの、DHOの活動に対するモニタリング・評価活動を改善するためのマネジメントトレ
ーニング 

透析用機材、X線機材、検査用機材、大型滅菌器といった高度な機材の維持管理に関するト
レーニングについては、保健省が独自の予算で実施することを期待する。 

 

（３）保健省およびJICAのコミットメント 
保健省は、医療機材の管理を重点項目として考慮してきた。このような姿勢は今後も継続

されるべきである。こうしたコミットメントを通じて、計画どおりの予算執行、人材育成・

雇用・配置が可能となっていけば、医療機材維持管理の活動もより効果的に進んでいくこと
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が期待できる。 

また、JICAはプロジェクトに対する投入を計画どおり実行し、専門家や現地契約コンサル
タントと保健省のスムーズなコミュニケーションを確保するようつとめることが重要である。 

他方、プロジェクト終了後の持続的医療機材維持管理運営を考慮し、現在既に負担してい

る保健省と地方政府の予算額を徐々に増額し、JICAの負担割合を逓減していくことが必要で
ある。 

 

（４）医療機材維持管理活動のアドボカシー 

医療機材の維持管理がサービス供給システムに欠かせない要素であるという点について、

保健省はその重要性をさらに強調していくことが求められる。医療機材維持管理の活動を目

に見えるものとしていくことが必要である。管理者層への研修によって適切な維持管理計画

の策定と運用がなされ、対援助機関だけでなく「マ」国政府内で当該分野の重要性を示すこ

とができ、政府がより主体的に医療機材の維持管理運営を行っていくことが期待できる。具

体的には、医療機材維持管理に関連する指標を保健管理情報システム（Health Management 
Information System：HMIS）と共有していく、医療機材維持管理の活動を自らの活動報告書や
Health Sector Reviewなどに広く発表していくなどが考えられる。 

 

（５）医療機材維持管理外注化の動向を注視する 

医療機材維持管理の外注化は、プロジェクトにとっても医療機材維持管理にとっても様々

な含意を有するコンセプトである。したがって、今後の動向を注意して見守る必要がある。 

 

７－２ 教 訓 

（１）PDM 
効果的・効率的なプロジェクトマネジメントを行うために、プロジェクトの対象範囲は開

始前に関係者および受益者間で明確にしておかなければならない。また、指標に関しても既

存のものを活用し、プロジェクトの進捗および達成度を適切にモニターしていくことが必要

である。 

 

（２）現地リソースの有効活用 

現地に存在するリソースは、可能な限り有効活用することが重要である。本プロジェクト

においては、現地契約コンサルタントや自国および近隣国の教育施設の活用が、プロジェク

トの効率性向上に大いに貢献している。 

 

（３）地方分権化に対する配慮 

「マ」国における地方分権化の進展により、DHOは行政区分上保健省ではなく県議会の傘
下となった。これは、「マ」国のみならずアフリカ地域の英語圏諸国で共通に見られる状況で、

本プロジェクトのように中央政府をC/Pとして実施しても、必ずしも効果が末端の医療施設ま
で波及しないリスクをはらんでいる。 

県は中央政府と異なる優先順位の下で計画策定および予算編成を行うため必ずしも医療機

材維持管理の優先度が高くなるとは限らない。それゆえ、医療機材に係る計画を県が適切に
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立案できるようにするとすれば、中央政府（本プロジェクトの場合医療機材維持管理課）お

よびそこに介入するプロジェクトとしては県がより合理的な計画を立てることができるよう、

中央政府を介した働きかけを行うこととなる。地方分権化の下では、このように中央の権限

が地方に直接届かないということが起こる可能性を認識しておく必要がある。 

ただし、そのような中でもプロジェクトの範疇でできることがあれば実施していくことが

必要である。「マ」国においては、県の計画策定・予算編成能力がまだ不足しているというの

が国内の共通認識としてあるため、プロジェクトとして維持管理の重要性を県のマネージャ

ーレベルに認識させるためのトレーニング等の介入は可能である。後述するとおり、本プロ

ジェクトにおいても、DHOマネージャーレベルに対するトレーニングが計画されている。 
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第８章 プロジェクト枠組みの改訂 
 
本中間評価調査の結果を受け、JICA事務所、プロジェクト専門家および現地契約コンサルタン

ト、「マ」国保健省、中間評価調査団員が今後のプロジェクト枠組みについて協議を行い、以下の

点について「マ」国保健省財務総務局長と中間評価調査団の間でM/Mにて確認を行った。 
 
８－１ PDMおよびPOの改訂 

既存のPDMおよびPOを改訂し、付属資料４のとおりPDM Ver.２とすることで合意した。今後は、
PDM Ver.２をもとにプロジェクト活動をモニタリングすることとなる。改訂された点は次のとお
りである。 
 

改訂前（Ver.１） 改訂後（Ver.２） 理 由 
Overall Goal 
Narrative Summary 
Health services at district level is 
improved. 

 
Medical equipment is appropriately 
and effectively maintained at health 
facilities (both MOH and CHAM). 

 
適切な機材維持管理と医療サービ
ス改善の間には多くの外部条件が
存在することから、改訂前のプロジ
ェクト目標の文言を「医療機材が施
設で適切に維持管理される」と「医
療機材維持管理の機能が強化され
る」に分離し、前者を上位目標、後
者をプロジェクト目標とした。 

Indicators 
1. Number of overall health 
facilities (both MOH and CHAM) 
where medical equipments are well 
procured and maintained in 
Malawi. 
2. Number of health services 
available at district level is 
increased. 

 
1. Percent of functioning essential 
medical and healthcare equipment 
2. Down time of essential medical 
and healthcare equipment 

 
上位目標の文言の変更に伴うも
の。 
医療機材維持管理課で常時収集し
ている指標を利用するほうが、モ
ニタリング上も適切。 
 

Means of Verification 
Post evaluation 

 
PLAMAHS 

 
通常収集しているデータを利用す
るほうが、モニタリングが容易。

Project Purpose 
Narrative Summary 
Medical equipments are 
appropriately and efficiently 
maintained at health facilities (both 
MOH and CHAM) through 
strengthened PAM programme. 

 
Functional capacity of Physical 
Assets Management is 
strengthened. 

 
関係者と検討を行った結果、プロ
ジェクトの期間で可能なのは医療
機材維持管理の機能強化までで、
医療機材が施設レベルで実際に適
切に維持管理されるのはその次の
段階との結論に至った。 

Indicators 
1. The number of renewal and 
disposal of equipment 

 
1. Number of breakdown of 
essential equipment 
2. Number of breakdown report 

 
プロジェクト目標の文言変更に伴
うもの。PLAMAHSを用いる既存
のモニタリングで、プロジェクト
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correctly submitted to District 
Maintenance Unit by users 
3. Number of equipment that was 
restored and repaired by District 
Maintenance Unit 
4. Number of equipment referred to 
RMU for repair restoration 

目標計測に利用可能な指標を掲げ
た。 

Means of Verification 
1. Project Report 
2. Terminal Evaluation 

 
1. Results of monitoring by the 
Project 
2. PLAMAHS 

 
２については、通常収集している
データを利用するほうが、モニタ
リングが容易であるとの考えか
ら。１は、PLAMAHSから得られ
るデータを補完する目的で利用す
る。 

Output 1 
Narrative Summary 
Management capacity of PAM staff 
for planning, procuring and 
monitoring medical equipment is 
improved. 

 
Management capacity of PAM 
related management staff for 
planning, procuring, and 
monitoring medical and healthcare 
equipment is improved. 

 
「医療機材管理にかかわるスタッ
フ」が対象であるということを強
調。 

Indicators 
1. Established National 
Procurement and Maintenance Plan 
2. Revised National EHP Standard 
Equipment List 
3. Number of health facilities 
where medical equipment are 
timely purchased and allocated 

 
1. Revised National Standard 
Equipment List for District 
Hospitals and Health Centres 
2. Developed National Standard 
Equipment List for Central 
Hospitals 
3. Number of trainings for PAM 
related management staff 
4. Number of PAM related 
management staff attended to 
trainings 
5. Number of Action Plan 
submitted to PAM HQs by DHOs 
after the trainings 

 
改訂前PDMの指標１については、
医療機材維持管理だけで調達計画
をコントロールするわけではない
ことから削除。 
改訂前PDMの指標２については、
県病院・保健センター用と中央病
院用があるため２つに分けた（改
訂後の１と２） 
改訂前PDMの指標３については、
現時点でモニタリングが困難と判
断されたため削除。 
新たに、トレーニングの実績を示
す指標3-5を追加。 
 

Means of Verification 
1. Project Report 
2. Terminal Evaluation 

 
1. National Standard Equipment 
Lists 
2. Documents prepared by the 
Project on trainings 
3. PAM HQs 

 
指標の入手先をより具体化した。
これらの指標はプロジェクトおよ
び医療機材維持管理の通常の活動
の中で収集すべきものであり、「終
了時評価」などと記すのは適当で
はない。 

Activities 
1-1 Understand the latest 
information on a condition of 
managing medical equipment, and 
support to develop a national 
maintenance and to upgrade 

 
1-1 Understand the latest 
information on a condition of 
managing medical equipment 
including identify relevant training 
institutions in neighboring 

 
1-1については、プロジェクトが実
際に行ってきた活動に沿って改
訂。 
1-3については、when以降の節が
不要と判断された。 
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procurement plan 
 
 
1-3 Revise the National EHP 
Standard Equipment List when it is 
necessary for implementing the 
national procurement plan above 
1-4 Monitor and Evaluate for 
implementing the EHP Standard 
Equipment List and National 
Procurement Plan 

countries where PAM-related 
courses are provided and 
participate the trainings 
1-3 Assessment of feasibility of the 
Standard Equipment List 
 
 
1-4 Revise and Develop the 
National Standard Equipment List 
1-4-1 Revise the National Standard 
Equipment List for HC and DH 
1-4-2 Develop the National 
Standard Equipment List for CH 
 

1-4については、対象とする機材リ
ストが２種類あったことから、分
けて記載。 
1-2は変更なし。 
 
 
 
 
 

Output 2 
Narrative Summary 
Skills and knowledge of PAM 
related staff at regional level in 
technological maintenance, 
monitoring, and supervising are 
improved. 

 
Skills and knowledge of RMUs in 
technological maintenance, 
monitoring, and supervisions are 
improved. 

 
「 PAM related staff at regional 
level」がRMUスタッフを指すこと
が自明であるため。 

Indicators 
1. Number of trainings for PAM 
related staff in maintenance, 
monitoring and supervisory skills 
2. Number of PAM related staff 
who received the training 

 
1. Number of trainings for RMU 
staff in maintenance, monitoring, 
and supervisory skills 
2. Number of RMU staff who 
received the training 
3. Number of District Hospitals 
with up-dated data in PLAMAHS 
4. Number of Planned Preventive 
Maintenance carried out 
5. Number of Corrective 
Maintenance carried out 
6. Number of monitoring reports 
submitted to PAM HQs 
7. Differences of scores of pre- and 
post-tests 
8. Number of action plan submitted 
to PAM HQs by RMUs after the 
trainings 

 
トレーニングの実績を示す指標に
加えて、その後の知識・スキル向
上を測る指標を追加。 

Means of Verification 
1. Project Report 
2. Terminal Evaluation 

 
1. Documents prepared by the 
Project on trainings 
2. PLAMAHS 
3. PAM HQs and/or RMUs 
4. Training reports 

 
Output１と同様の理由。 

Activities 
2-1 Conduct training needs 
assessment 

 
2-1 Develop, review and monitor 
annual / mid-term training plans 

 
改訂後の2-1は、改訂前の2-1、2-2、
2-5、2-6を統合したもの。 
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2-2 Develop and implement 
annual/mid-term training plans 
2-3 Conduct training in 
maintenance for medical equipment 
in Malawi 
2-4 Conduct training in monitoring 
and supervision 
2-5 Identify relevant training 
institutions in neighboring 
countries where PAM-related 
courses are provided and 
participate the training 
2-6 Monitor and Evaluate for 
implementing annual/mid-term 
training plans 

2-2 Conduct training in 
maintenance for medical and 
healthcare equipment in South 
Africa 
2-3 Assist and coach RMUs in 
monitoring and supervision of pilot 
DHOs 
 

改訂後の2-2は、改訂前の2-3であ
るが、実際には「マ」国ではなく
南アで行われてきたため、国名を
変更。 
改訂後の2-3については、PDMに
明記されていなかったが実際に行
われていたことから、今回の改訂
で記載。 
改訂前の2-4については、Output 
１の下で行われるトレーニングで
あることから削除。 

Output 3 
Narrative Summary 
Skills and knowledge of engineers 
at district level in maintenance are 
improved. 

 
Skills and knowledge of technical 
staff at district level in maintenance 
are improved. 

 
県レベルにエンジニアはいないた
め。 

Indicators 
1. Number of trainings for 
engineers in maintenance and 
technological skills 
2. Number of engineers who 
received the training 

 
1. Number of trainings for technical 
staff at district level in maintenance 
and technological skills 
2. Number of technical staff at 
district level who received the 
training 
3. Differences of scores of pre- and 
post-tests 
4. Evaluation of instructors 

 
Output２と同様の理由。文言も、
「エンジニア」から「テクニカル
スタッフ」と変更。 

Means of Verification 
1. Project Report 
2. Terminal Evaluation 

 
1. Documents prepared by the 
Project on trainings 
2. Training reports 

 
Output１と同様の理由。 

Activities 
3-1 Conduct training needs 
assessment 
3-2 Develop and implement 
annual/mid-term training plans 
3-3 Conduct training in 
maintenance for medical equipment 
in Malawi 
3-4 Monitor and Evaluate for 
implementing annual/mid-term 
training plans 

 
3-1 Develop, review and monitor 
annual / mid-term training plans 
3-2 Conduct training in 
maintenance for medical and 
healthcare equipment 
(electronics/electrical, welding, 
refrigeration, solar, machine shop 
technology, etc.) by RMUs and 
local training institutions 
 

 
内容的に大きな変化はないが、文
言を簡素化し、研修内容を明確に
した。 
 

Output 4 
Narrative Summary 
Skills and knowledge of medical 
personnel for equipment use are 
improved. 

 
Skills and knowledge of users of 
medical and healthcare equipment 
are improved. 

 
表現の変更。 
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Indicators 
1. Number of user-trainings 
2. Number of medical personnel 
who received the training 

 
1. Number of user trainings 
2. Number of medical personnel 
who received the training 
3. Differences of scores of pre- and 
post-tests 
4. Evaluation on performance of 
action plans 

 
Output２と同様の理由。 

Means of Verification 
1. Project Report 
2. Terminal Evaluation 

 
1. Documents prepared by the 
Project on trainings 
2. Training reports 
3. DHOs 

 
Output１と同様の理由。 

Activities 
4-1 Conduct training needs 
assessment 
4-2 Develop and implement 
annual/mid-term training plans 
4-3 Conduct training in basic 
equipment use in Malawi 
4-4 Monitor and Evaluate for 
implementing annual/mid-term 
training plans 

 
4-1 Develop, review and monitor 
annual / mid-term training plans 
4-2 Conduct user training in 
medical and healthcare equipment 
in CHs, DHs, HCs and CHAM 
hospitals 
 

 
内容的に大きな変化はないが、文
言を簡素化し、対象施設を明確に
した。 
 

Important Assumptions 
Overall Goal to Super Goal 
1. Malawi maintains political 
stability 
2. Malawi government remain to 
secure budget for medical 
equipment for both procurement 
and maintenance for the equipment 
 

 
1. % of vacant posts of health 
workers are declined. 
2. Drugs and consumables are 
steadily procured and distributed. 
3. Situation of economy in Malawi 
is stable. 

 
新しい上位目標とスーパーゴール
の間にある要因の中で、機材維持
管理以外の重要なものとして、「医
療スタッフの配置」「医薬品調達・
供給」「経済状態」が考えられる。
 

Project Purpose to Overall Goal 
1. The capacity of the maintenance 
force is maintained. 
2. The capacity of the user are 
remained 
3. The technical transfer is well 
conducted by post trainees of the 
Project 

 
1. Procurement plans of national 
and district level are appropriately 
carried out. 
2. DHOs and Central Hospitals 
properly utilize budget for 
maintenance. 

 
新しいプロジェクト目標と上位目
標の間にある要因でプロジェクト
がコントロールできないものとし
て、機材の調達と、DHOおよび中
央病院の維持管理予算が考えられ
る。 

Outputs to Project Purpose 
1. PAM, Ministry of Health,  
RMU continue to support the 
Project 

 
削除 

 
「成果→プロジェクト目標」の外
部条件ではないと判断。 

Preconditions 
Malawi government  
allocates finance and human 
resource for both procuring and  
maintaining medical equipment 

削除 プロジェクトは実施されているた
め、前提条件を記載する必要はな
い。 
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８－２ 研修プランの改訂 

PDMなどの修正を受け、既存の研修プランを改訂し、付属資料４のとおり改訂版研修プランを
作成した。なお、プロジェクトの終了後も研修が継続的に実施されるためには、マラウイ保健省

の自立を促す必要がある。そのため研修プランとあわせ当該研修の経費の「マ」国側分担率を今

後漸増していくことについて議論し、双方の将来予算計画を付属資料４のとおりとすることで合

意した。 

 



付 属 資 料 

 

１．調査日程表 

 

２．主要面談者リスト 

 

３．協議議事録（M/M） 
評価報告書（Evaluation Report）について 

 

４．協議議事録（M/M） 
今後のプロジェクトについて 
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